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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただ

し、別表第３備考に１項を加える改正規定、第30号様

式の改正規定、第32号様式の改正規定及び第34号様式

の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福

祉施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第29号

川崎市総合リハビリテーションセンター及

び障害者福祉施設条例施行規則の一部を改

正する規則

川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福

祉施設条例施行規則（昭和46年川崎市規則第25号）の一

部を次のように改正する。

第49条の表を次のように改める。

業務 定員 利用期間

条例第79条第１号に規

定する業務

１日110名 条例第81条第１項に規定

する指定管理者（以下こ

の節において「指定管理

者」という。）が必要と認

める期間

条例第79条第８号及び

第11号に規定する業務

50名

条例第79条第９号に規

定する業務

10名

条例第79条第10号に規

定する業務

１日10名

条例第79条第12号に規

定する業務

１日50名

第56条の表を次のように改める。

施設名 業務 定員 利用期間

南部地域療育

センター

条例第88条第１号

に規定する業務

１日90名 条例第91条第１項

に規定する指定管

理者（以下この節に

おいて「指定管理

者」という。）が必要

と認める期間

北部地域療育

センター

条例第88条第１号

に規定する業務

１日70名

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第30号

川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人

ホーム条例施行規則の一部を改正する規則

川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例施

行規則（平成５年川崎市規則第34号）の一部を次のよう

に改正する。

題名を次のように改める。

川崎市養護老人ホーム条例施行規則

第１条中「川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人

ホーム条例」を「川崎市養護老人ホーム条例」に改める。

第２条中「特別養護老人ホーム又は」及び「（以下「老

人ホーム」という。）」を削り、同条の表川崎市特別養護

老人ホーム陽だまりの園の項及び川崎市特別養護老人

ホームしゅくがわらの項を削り、同表川崎市恵楽園の項

中「第３条第２項第２号」を「第３条第２号」に改める。

第３条、第４条第２項第１号及び第７条第１項中「老

人ホーム」を「養護老人ホーム」に改める。

第８条中「若しくは第２号」を削り、「老人ホーム」を

「養護老人ホーム」に改める。

第９条第４号及び第11条中「老人ホーム」を「養護老人

ホーム」に改める。

別記様式中「川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人

ホーム条例施行規則」を「川崎市養護老人ホーム条例施

行規則」に改める。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第31号

川崎市国民健康保険条例施行規則の一部を

改正する規則

川崎市国民健康保険条例施行規則（昭和33年川崎市規

則第31号）の一部を次のように改正する。

第１号様式を次のように改める。
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第１号様式 
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第２号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

　第３号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

に改める。

第７号様式中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第

２号様式の規定による被保険者受療証は、その被保険

者受療証に記載された有効期間が満了するまでの間、

改正後の規則第２号様式の規定による被保険者受療証

とみなす。

３�　改正前の規則の規定により調製した帳票（第１号様

式、第３号様式及び第７号様式に限る。）で現に残存す

るものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した

上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第32号

川崎市介護保険条例施行規則の一部を改正

する規則

川崎市介護保険条例施行規則（平成12年川崎市規則第

57号）の一部を次のように改正する。

第６号様式（表）中「介護療養型医療施設」を「介護医

療院」に改め、同様式（裏）中「・指定介護療養型医療施

設」を削る。

第13号様式（表）中「介護療養型医療施設」を「介護医

療院」に改める。

第21号様式（裏）注意事項第１項中「、指定介護療養施

設サービス」を削る。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正前の規則の規定により交付した介護保険負担限

度額認定証は、その有効期限が満了するまでの間、改

正後の規則の規定により交付した介護保険負担限度額

認定証とみなす。

３�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居

宅介護支援事業者の登録等に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第33号

川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び
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基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関

する規則の一部を改正する規則

川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居

宅介護支援事業者の登録等に関する規則（平成12年川崎

市規則第１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「基準該当居宅サービス事業者等（基準該当

居宅介護支援事業者）登録申請書」を「登録申請書」に改

める。

第６条中「基準該当居宅サービス事業者等（基準該当

居宅介護支援事業者）登録申請書」を「登録申請書」に改

める。

第８条第４項中「から前条まで」を「、第５条及び前

条」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第

４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項の登録」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。

２�　登録事業者は、前項の登録の更新を受けようとする

ときは、登録更新申請書（第３号様式）に第４条各号

に掲げる事項（基準該当居宅介護支援事業者にあって

は、第６条各号に掲げる事項）を記載した書面を添え

て、市長に申請しなければならない。ただし、既に市

長に提出されている当該書面に記載した事項の全部又

は一部に変更がないときは、これらの事項を記載した

書面の添付を省略することができる。

第９条第１項中「登録事項変更届出書」を「変更届出

書」に、「第３号様式」を「第４号様式」に改め、同条第

２項中「事業再開届出書」を「再開届出書」に、「第４号

様式」を「第５号様式」に改め、同条第３項中「事業（廃

止・休止）届出書」を「廃止・休止届出書」に、「第４号

様式の２」を「第６号様式」に改める。

第10条第１項中「第５号様式」を「第７号様式」に改

め、同条第９項中「第６号様式」を「第８号様式」に改め

る。

第１号様式を次のように改める。



川 崎 市 公 報

－2439－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第１号様式 
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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第３号様式 

  

 

第３号様式から第４号様式の２までを削り、第６号様式を第８号様式とし、第５号様式を第７号様式とし、第２号

様式の次に次の４様式を加える。



川 崎 市 公 報

－2442－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第４号様式 
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－2443－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第５号様式 
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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第６号様式 
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附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第34号

川崎市介護サービス事業者の指定等に関す

る規則の一部を改正する規則

川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則（平

成24年川崎市規則第32号）の一部を次のように改正する。

第３条の見出し中「申請等」を「標示」に改め、同条第

１項を削り、同条第２項中「前項の申請に対して」を「法

第70条第１項、第78条の２第１項、第79条第１項、第86

条第１項、第94条第１項、第107条第１項、第115条の２

第１項、第115条の12第１項及び第115条の22第１項の規

定による申請に係る」に改め、同項を同条とする。

第４条の見出し中「申請等」を「標示」に改め、同条第

１項を削り、同条第２項中「前項の申請に対して」を「法

第70条の２第１項（法第78条の12、第115条の11、第115

条の21及び第115条の31において読み替えて準用する場

合を含む。）、第79条の２第１項、第86条の２第１項、第

94条の２第１項及び第108条第１項の規定による」に改

め、同項を同条とする。

第５条から第10条までを削る。

第11条中「第10号様式」を「第１号様式」に、「第11号

様式」を「第２号様式」に、「第12号様式」を「第３号様

式」に改め、同条を第５条とする。

第12条を削る。

第13条中「第３条第１項」を「第３条」に、「第４条第

１項」を「第４条」に、「第６条」を「法第75条、第78条の

５、第82条、第89条、第99条、第113条、第115条の５、

第115条の15及び第115条の25の規定による届出」に、「第

７条」を「法第78条の８及び第91条の規定による指定の

辞退」に、「第８条、第９条若しくは前条」を「法第94条

第２項及び第107条第２項の規定による許可の申請若し

くは法第95条及び第109条に規定する承認」に改め、同条

を第６条とする。

第14条中「並びに旧法第115条」を削り、同条を第７条

とする。

第15条を第８条とする。

第１号様式から第９号様式までを削り、第10号様式を

第１号様式とし、第11号様式を第２号様式とし、第12号

様式を第３号様式とし、第13号様式を削る。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則を廃止

する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第35号

川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行

規則を廃止する規則

川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則（昭和

47年川崎市規則第51号）は、廃止する。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市児童相談所長委任規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第36号

川崎市児童相談所長委任規則の一部を改正

する規則

川崎市児童相談所長委任規則（昭和47年川崎市規則第

25号）の一部を次のように改正する。

本則第12号中「実施」の次に「又は社会的養護自立支

援拠点事業の実施」を加え、本則中第43号を第45号とし、

第27号から第42号までを２号ずつ繰り下げ、第26号を第

27号とし、同号の次に次の１号を加える。

（28）法第33条の６の３に規定する社会的養護自立支援

　　拠点事業の利用の勧奨に関すること。

本則第25号中「（同条第６項において読み替えて準用す

る場合を含む。）」を削り、同号を本則第26号とし、本則

第24号中「（同条第６項において準用する場合を含む。）」

を削り、同号を本則第25号とし、本則第23号中「（同条第

６項において読み替えて準用する場合を含む。）」を削り、

同号を本則第24号とし、本則第22号を本則第23号とし、

本則第21号の次に次の１号を加える。

（2�2）法第33条第８項第２号に規定する児童自立生活援

助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が

適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童

等の報告の受理に関すること。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第37号

川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行

規則の一部を改正する規則
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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則（平成

４年川崎市規則第17号）の一部を次のように改正する。

第５条第２号中「第10条第１項」の次に「又は第10条の

２」を加える。

第１号様式中「印」を削り、

「

　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　�」

に、

「

　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５

条第２号の改正規定並びに附則第２項及び第３項の規

定は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この規則の施行の際現に改正前の規則第５条第２号

に該当する児童は、改正後の規則第５条第２号に該当

する児童とみなす。

３�　父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法

律第30号。以下「改正法」という。）附則第２条第１項

の規定に基づきなお従前の例により保護命令（改正法

による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第10条第

１項に係るものであって、父にあっては母の、母に

あっては父の申立てにより発せられたものに限る。）を

受けた児童は、改正後の規則第５条第２号に該当する

児童とみなす。

４�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第38号

川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一

部を改正する規則

川崎市子ども・子育て支援法施行細則（平成26年川崎

市規則第71号）の一部を次のように改正する。

別表第２備考第１項及び第２項中「第５項の」を「第６

項の」に改め、同表備考第５項中「（要保護者（生活保護

法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保

護者をいう。）その他市長が別に定めるものをいう。以下

同じ。）」を削り、「額をいう。以下同じ。」を「額をいう。」

に、「前項」を「前２項」に改め、同表備考中第６項を削

り、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加え

る。

５�　特定被監護者等が２人以上いる場合の教育・保育給

付認定保護者に係る次の各号に掲げる満３歳未満保育

認定子どもに関する利用者負担額は、前項の規定にか

かわらず、当該各号に定める額とする。

　⑴�　特定被監護者等のうち２番目の年長者である満３

歳未満保育認定子ども　第２子基本額の欄に定める

額

　⑵�　特定被監護者等（そのうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。）である満３歳未満保育認定

子ども　０円

別表第２備考中第７項及び第８項を削り、第９項を第

７項とする。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の

教育・保育の利用に係る利用者負担額について適用

し、同日前の教育・保育の利用に係る利用者負担額に

ついては、なお従前の例による。

　　　───────────────────

川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部

を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第39号

川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行

細則の一部を改正する規則

川崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和

47年川崎市規則第63号）の一部を次のように改正する。

第５号様式中
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

第６号様式中

「

　　　　　　　�」

を

「

　　　　　　　�」

に改め、「印」を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日

を定める規則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第40号

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例（令和５年

川崎市条例第46号）の施行期日は、令和６年４月１日と

する。

　　　───────────────────

川崎市建築基準法施行細則及び川崎市斜面地建築物の

建築の制限等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第41号

川崎市建築基準法施行細則及び川崎市斜面

地建築物の建築の制限等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

（川崎市建築基準法施行細則の一部改正）

第�１条　川崎市建築基準法施行細則（平成５年川崎市規

則第65号）の一部を次のように改正する。

第13号様式を次のように改める。
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第１３号様式 

許  可  申  請  書 

     年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

   申請者 
住 所                    

氏 名                    

川崎市建築基準法施行細則第２０条第３項の規定により次のとおり提出します。 

１ 建 築 主 住 所 氏 名      電話   (     ) 

２ 

代 理 者 資 格 

住 所 氏 名 

建 築 士 事 務 所 名 

(      )建築士 (      )登録第       号 

電話   (     ) 

(     )建築士事務所(     )知事登録第    号 

３ ⑴ 地 名 地 番  

敷

地

の

位

置 

⑵ 用 途 地 域  ⑶ 
容 積 率 及 び 

建 蔽 率 

       ％ 

％ 

⑷ 防 火 地 域 
防火、準防火、 

指定なし 

⑹ 
その他の区域、 

地域又は地区 

 

⑸ 
川崎市建築基準条例
第７条の規定による
日 影 時 間 の 指 定 

(一)、(二)、(三)、 

指定なし 

４ 主 要 用 途  ５ 工 事 種 別 
新築、増築、改築、

移転、用途変更 

  申 請 部 分 申 請 以 外 の 部 分 合 計 

６ 敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

７ 建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

８ 延 べ 面 積 
㎡ 

(      ㎡) 

㎡ 

(      ㎡) 

㎡ 

(      ㎡) 

９ 工 事 着 工 予 定    年  月  日 10 
工 事 完 了 

予 定 日 
 年  月  日 

11  

す
る
具
体
的
事
項 

許
可
を
受
け
よ
う
と 

※
受
付
処
理
欄 

  ※手数料欄 

※許可欄 

年   月   日 

第       号 

注１ ※印のある欄は、記入しないでください。 

２ ３の項⑷及び⑸の号並びに５の項は、該当するものを○で囲んでください。 

３ ４の項は、できるだけ具体的に記入してください。 

４ ８の項( )内には、自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計を記入してください。 

５ 11の項は、許可に係る条例等の題名、条項及び内容を記入してください。 
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�（川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例施

行規則の一部改正）

第�２条　川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条

例施行規則（平成16年川崎市規則第78号）の一部を次

のように改正する。

第１号様式を次のように改める。
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第１号様式 

許  可  申  請  書 

     年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

   申請者 
住 所                    

氏 名                   

 
法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名 

川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例第３条第２項第２号の規定による許可を申請します。 

１ 建 築 主 住 所 氏 名      電話   (     ) 

２ 

代 理 者 資 格 

住 所 氏 名 

建 築 士 事 務 所 名 

(     )建築士(     )登録第      号 

電話   (     ) 

(     )建築士事務所(     )知事登録第    号 

３ ⑴ 地 名 地 番   

敷

地

の

位

置 

⑵ 用 途 地 域  ⑶ 
容 積 率 及 び 

建 蔽 率 

       ％ 

％ 

⑷ 防 火 地 域 
防火、準防火、 

指定なし 

⑹ 
その他の区域、 

地域又は地区 

 

⑸ 
川崎市建築基準条例
第７条の規定による
日 影 時 間 の 指 定 

(一)、(二)、(三)、 

指定なし 

４ 主 要 用 途  

  申 請 部 分 申 請 以 外 の 部 分 合 計 

５ 敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

６ 建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

７ 延 べ 面 積 
㎡ 

(      ㎡) 

㎡ 

(      ㎡) 

㎡ 

(      ㎡) 

８ 工 事 着 工 予 定 年 月 日    年  月  日 ９ 
工 事 完 了 

予 定 年 月 日 
 年  月  日 

10  

す
る
具
体
的
事
項 

許
可
を
受
け
よ
う
と 

※
受
付
処
理
欄 

  ※手数料欄 

※許可欄 
年   月   日 

第       号 

注１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ ３の項(4)及び(5)の号は、該当するものを〇で囲んでください。 

３ ４の項は、できるだけ具体的に記入してください。 

４ ７の項( )内には、自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計を記入してください。 

５ 10の項は、許可に係る内容を記入してください。 
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附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第42号

川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正す

る規則

川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

第１条の５中「第３条の８第２項」を「第３条の８第３

項」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項とし

て次の１項を加える。

条例第３条の８第２項に規定する規則で定める措置

は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成27年法律第53号）第35条第１項第１号の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準（借上げ

に係る市営公営住宅にあっては、同法第２条第１項第

３号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準）

を満たすこととする。

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　この規則の施行の際現に存する市営公営住宅又は現

に建設工事中の市営公営住宅については、なお従前の

例による。

　　　───────────────────

危険物の規制に関する細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第43号

危険物の規制に関する細則の一部を改正す

る規則

危険物の規制に関する細則（昭和41年川崎市規則第66

号）の一部を次のように改正する。

第15条の２第１項を削り、同条第２項中「23年政令」

を「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

（平成23年政令第405号）」に、「第23号様式の３」を「第23

号様式の２」に改め、同項を同条とする。

様式目次中

「

23の２
特定屋外タンク貯蔵所（浮き

蓋）休止否認通知書
第15条の２第１項

23の３
特定屋外タンク貯蔵所等休止

確認取消通知書
第15条の２第２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を

「

23の２
特定屋外タンク貯蔵所等休止

確認取消通知書
第15条の２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

第23号様式の２を削り、第23号様式の３を第23号様式

の２とする。

附　則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和６年３月29日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第44号

川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則

川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）の

一部を次のように改正する。

第29条第２項に次のただし書を加える。

ただし、川崎市名義の普通預金口座を設けていない

収納代理金融機関にあっては、振替日の翌翌営業日ま

でに、これを指定金融機関の取りまとめ店に設けた川

崎市名義の普通預金口座に払い込まなければならない。

第55条第２項中「及び歳入」を「及び公金」に、「収納

事務の委託を受けた私人」を「収納の事務に係る指定公

金事務取扱者」に改める。

第60条中「私人」を「指定公金事務取扱者」に改める。

第61条の見出し中「歳入」を「公金」に改め、同条第１

項中「私人に歳入」を「指定公金事務取扱者の指定をし、

公金」に、「場合において」を「ときは」に改め、「調査を

し、適当と認めるときは、」を削り、「の上、当該事務を

委託することができる」を「しなければならない」に改

め、同項に後段として次のように加える。

委託の内容を変更しようとするときも同様とする。

第61条第３項を同条第５項とし、同条第２項中「前項」

を「第１項」に、「歳入」を「公金」に改め、同項を同条第

４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。

２�　前項に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の指

定、指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所

在地の変更及び指定公金事務取扱者の指定の取消しに
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ついて必要な事項は、会計管理者が定める。

３�　法第243条の２の５第１項に規定する普通地方公共

団体の長が定める歳入等は、市長が別に定める。

第61条の３中「、第63条」を削る。

第62条中「収納の事務の委託を受けた私人」を「指定

公金事務取扱者」に改める。

第88条を次のように改める。

（支出事務の委託）

第�88条　公金の支出の事務の委託については、第61条第

１項及び第２項の規定を準用する。

第92条第13号オを削る。

第145条第１号中「市県民税」の次に「及び森林環境

税」を加え、同条第８号中「職員特別徴収住民税」の次に

「及び職員特別徴収森林環境税」を加える。

第163条第５項中「所管会計管理者」を「会計管理者」

に、「必要があると認めたときは、収納事務の受託者及

び支出事務の受託者」を「指定公金事務取扱者」に、「検

査することができる」を「、定期に検査をしなければな

らない」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行うも

のとする。

第163条第６項中「又は前項」を削る。

別表第１健康福祉局の項中

「

看護大学 総務学生課長

看護短期大学 総務学生課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

看護大学 総務学生課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、同表こども未来局の項中「こども家庭センター」

を「南部児童相談所」に改め、同表区役所の項中

「

道路公園センター

地区健康福祉ステーション

支所の区民センター

出張所

庶務を担当する担当課長

保護課長

室長

所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

出張所

道路公園センター

支所の区民センター

地区健康福祉ステーション

所長

庶務を担当する担当課長

室長

保護課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別表第２財政局の項中「県民税」の次に「及び森林環

境税」を加え、同表健康福祉局の項中

「

看護大学 総務学生課 課長 入学選考料、入学料、

授業料その他大学の事

務事業に附帯する諸収

入の収納

看護短期

大学

総務学生課 課長 入学選考料、入学料、

授業料その他短期大学

の事務事業に附帯する

諸収入の収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

看護大学 総務学生課 課長 入学選考料、入学料、

授業料その他大学の事

務事業に附帯する諸収

入の収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、同表こども未来局の項中「こども家庭センター」

を「南部児童相談所」に改め、同表区役所の項中

「

生涯学習

支援課

課長 市民館使用料及び市民

館分館使用料（川崎区

役所においては、教育

文化会館使用料及び教

育文化会館分館使用

料）、入場料、受講料そ

の他課の事務事業に附

帯する諸収入の収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

生涯学習

支援課

課長 市民館使用料及び市民

館分館使用料（川崎区

役所においては、教育

文化会館使用料及び教

育文化会館分館使用

料）、入場料、受講料そ

の他課の事務事業に附

帯する諸収入の収納

出張所 所長 戸籍諸手数料、証明手

数料その他所の事務事

業に附帯する諸収入の

収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」



川 崎 市 公 報

－2453－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

に、

「

保険年金課 課長 国民健康保険料、後期

高齢者医療保険料、介

護保険料、延滞金、滞

納処分費その他課の事

務事業に附帯する諸収

入の収納

出張所 所長 戸籍諸手数料、証明手

数料その他所の事務事

業に附帯する諸収入の

収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

保険年金課 課長 国民健康保険料、後期

高齢者医療保険料、介

護保険料、延滞金、滞

納処分費その他課の事

務事業に附帯する諸収

入の収納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、「幸区役所」の次に「、高津区役所」を加える。

別表第３中

「

株式会社群馬銀行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

株式会社群馬銀行

楽天銀行株式会社

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

別表第４中

「

株式会社群馬銀行 川崎支店 川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

株式会社群馬銀行 川崎支店 川崎市幸区堀川町580番地

楽天銀行株式会社 本店
東京都港区港南２丁目16番

５号

ＰａｙＰａｙ銀行

株式会社
本店

東京都新宿区西新宿２丁目

１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

第９号様式⑷を次のように改める。



川 崎 市 公 報

－2454－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第
９
号
様
式
⑷



川 崎 市 公 報

－2455－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

第
13
号
様
式
⑹

　第13号様式⑹（表）を次のように改める。



川 崎 市 公 報

－2456－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

附　則

（施行期日）

１�　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２�　地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第

19号）附則第２条第３項の規定によりなお従前の例に

より公金事務を行わせることができる者への歳入の徴

収又は収納の事務の委託及び当該受託者が行う事務

（徴収し、又は収納した歳入の払込みを除く。）につい

ては、なお従前の例による。

３�　地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６

年政令第12号）附則第２条第１項の規定によりなお従

前の例により公金事務を行わせることができる者への

歳入の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託及び当

該受託者が行う事務（徴収し、又は収納した歳入の払

込み及び支出の結果の報告を除く。）については、なお

従前の例による。

４�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

告 示

川崎市告示第107号

川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）の

規定に基づき告示します。

令和６年３月19日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

別紙省略

２�　保管期間

当該告示をした日から起算して１箇月間

３�　引取りの方法

　⑴�　引取りの場所

別紙記載の保管場所

　⑵�　引取りのできる日時

火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶�　引取りに要する費用

自転車　　　　　2,500円

原動機付自転車　5,000円

自動二輪車　　�10,000円

　⑷�　持参するもの

自転車等の鍵

印鑑

住所等身分を証明するもの

４�　その他

この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（様式２及び様式３省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第108号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目423番３先
18.27

～

28.30

69.61
川崎市麻生区片平

２丁目464番２先

新
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目423番３先
18.27

～

34.06

69.61

関係図

面のと

おり
川崎市麻生区片平

２丁目464番２先

旧
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目464番４先
16.00 159.15

川崎市麻生区片平

２丁目374番１先

新
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目464番４先
16.50

～

22.52

159.15

関係図

面のと

おり
川崎市麻生区片平

２丁目374番１先

旧
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目365番１先
16.00 29.47

川崎市麻生区片平

２丁目360番１先

新
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目365番２先
16.00

～

24.95

29.47
川崎市麻生区片平

２丁目356番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第109号

市道路線認定に関する告示



川 崎 市 公 報

－2457－

（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

道路法(昭和27年法律第180号)第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、一般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路線名

起　　　　　　　点 重要な

経過地終　　　　　　　点

１
潮見台

第４号線

宮前区潮見台� 2458番　５先

宮前区潮見台� 2455番　22先

２
細山

第298号線

麻生区細山８丁目� 564番　12先

麻生区細山８丁目� 564番　１先

３
万福寺

第118号線

麻生区万福寺２丁目� 482番　36先

麻生区万福寺２丁目� 508番　１先

以下余白

　　　───────────────────

川崎市告示第110号

道路区域決定に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のとおり決定します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路線名

起　　　　　　　点 敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
終　　　　　　　点

１
潮見台

第４号線

宮前区潮見台�

2458番　５先 6.00

～

6.04

51.69
宮前区潮見台�

2455番　22先

２
細山

第298号線

麻生区細山８丁目�

564番　12先
4.50 27.81

麻生区細山８丁目�

564番　１先

３
万福寺

第118号線

麻生区万福寺２丁目�

482番　36先 2.50

～

4.20

28.09
麻生区万福寺２丁目�

508番　１先

以下余白

　　　───────────────────

川崎市告示第111号

道路供用開始に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第２項の規定に

基づき、次のとおり道路の供用を令和６年３月21日から

開始します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路線名

起　　　　　　　点 重要な

経過地終　　　　　　　点

２
細山

第298号線

麻生区細山８丁目� 564番　12先

麻生区細山８丁目� 564番　１先

以下余白
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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

　　　───────────────────

川崎市告示第112号

市道路線廃止に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、一般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路線名

起　　　　　　　点 重要な

経過地終　　　　　　　点

４
浜町

第16号線

川崎区浜町３丁目� 2399番　４先

川崎区浜町３丁目� 44番　６先

５
市ノ坪

第39号線

中原区市ノ坪� 326番　１先

中原区市ノ坪� 322番　７先

６
馬絹

第164号線

宮前区馬絹１丁目� 1904番　１先

宮前区馬絹１丁目� 1899番　11先

７
上麻生

第197号線

麻生区上麻生７丁目� 224番　８先

麻生区上麻生７丁目� 222番　　先

８
上麻生

第199号線

麻生区上麻生７丁目� 220番　１先

麻生区上麻生７丁目� 222番　　先

９
上麻生

第312号線

麻生区上麻生７丁目� 220番　１先

麻生区上麻生７丁目� 220番　１先

以下余白

　　　───────────────────

川崎市告示第113号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目444番11先
19.72

～

19.79

0.31
川崎市麻生区片平

２丁目444番11先

新
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目444番11先
19.72

～

19.82

0.31
川崎市麻生区片平

２丁目444番11先

　　　───────────────────

川崎市告示第114号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
久本

第14号線

川崎市高津区久本

１丁目527番20先
9.00

～

14.29

41.95
川崎市高津区久本

１丁目527番17先

新
久本

第14号線

川崎市高津区久本

１丁目527番29先
6.07

～

9.79

41.95
川崎市高津区久本

１丁目527番31先

　　　───────────────────

川崎市告示第115号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
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（第1,888号）令和6年(2024年)４月10日

申請者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類 指定の年月日 事業所番号

公益財団法人

神奈川県社会復帰援護会
かわさき＠Ｊｏｂ

川崎市中原区下新城

２－１－25　ヒロヤマビル２Ｆ

自立訓練

（生活訓練）
令和６年１月31日 1415200722

公益財団法人

神奈川県社会復帰援護会
かわさき＠Ｊｏｂ

川崎市中原区下新城

２－１－25　ヒロヤマビル２Ｆ
就労移行支援 令和６年１月31日 1415200722

公益財団法人

神奈川県社会復帰援護会
かわさき＠Ｊｏｂ

川崎市中原区下新城

２－１－25　ヒロヤマビル２Ｆ
就労定着支援 令和６年１月31日 1415200722

株式会社チャイルドランド ひさすえ愛ランド 川崎市高津区久末2093－１ 生活介護 令和６年１月31日 1415300993

社会福祉法人アピエ 宮前ハンズ 川崎市宮前区有馬３－14－19
就労継続支援

Ｂ型
令和６年１月31日 1415500311

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

旧
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目370番６先
16.00 25.34

川崎市麻生区片平

２丁目365番２先

新
尻手黒川

線（Ⅶ）

川崎市麻生区片平

２丁目371番３先
27.42

～

39.04

25.34
川崎市麻生区片平

２丁目370番１

　　　───────────────────

川崎市告示第116号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に

基づき、次の道路の供用を令和６年３月21日から開始し

ます。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

扇町

川崎停車場

川崎市川崎区浅野町16番42先

川崎市川崎区南渡田町2728番26先

　　　───────────────────

川崎市告示第117号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧・新

別
路�線�名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
野川

第187号線

川崎市宮前区西野川

一丁目3051番250先
4.50 2.34

川崎市宮前区西野川

一丁目3051番250先

新
野川

第187号線

川崎市宮前区西野川

一丁目3051番275先
4.50 2.34

隅きり

部川崎市宮前区西野川

一丁目3051番275先

　　　───────────────────

川崎市告示第118号

道路供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基

づき、次の道路の供用を令和６年３月21日から開始します。

その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課に

おいて、令和６年３月21日から令和６年４月４日まで一

般の縦覧に供します。

令和６年３月21日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路�線�名 供　用　開　始　の　区　間 備考

野川

第187号線

川崎市宮前区西野川一丁目3051番275先

川崎市宮前区西野川一丁目3051番275先

　　　───────────────────

川崎市告示第119号

指定障害福祉サービス事業の廃止について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定に

より、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があり

ましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告

示します。

令和６年３月22日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第120号

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

区域の指定について

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項

の規定に基づき、次の土地の区域を特定有害物質によっ

て汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとす

るときの届出をしなければならない区域として指定しま

すので、同条第３項の規定に基づき告示します。
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令和６年３月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１�　形質変更時要届出区域の所在地

川崎市川崎区千鳥町６番１の一部

２�　土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種

類

PCB

３�　土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種

類

該当なし

４�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第58条第５項第10号から第13号までの該当の有無

土壌汚染対策法施行規則第58条第５項第12号に該当

する
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別
図

指
定

す
る

区
域

　

　
指

定
す

る
区

域
　

の
一

部

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第121号

議決された予算の公表について

別紙の予算は、令和６年２月13日招集の令和６年第１

回川崎市議会定例会において、令和６年３月18日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

令和６年３月25日

� 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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